
第４２０回小野市議会定例会提出議案の概要について 

 

議案第１号 
専決処分の承認をもとめることについて 

（令和元年度小野市一般会計補正予算（第４号） 

 塵芥現場職員の詰所及び伝統産業会館の空調設備等の整備に係る補正予算につ

いて令和２年１月２７日付で専決処分したことから、地方自治法第１７９条第３

項の規定により議会の承認を求めるもの。 

  補正額        １３，５００千円 追加 

  補正後総額  ２５，９９０，１００千円 

 

議案第９号 令和元年度小野市一般会計補正予算（第５号） 

 国の補正予算による補助金や地方債を活用した小野南中学校長寿命化改良事業

や学校トイレ洋式化事業、障害者就労支援施設等の利用者増に伴う自立支援給付

費の増額及び決算見込みによる不用額などを調整しようとするもの。 

  補正額        ７３，４００千円 追加 

  補正後総額  ２６，０６３，５００千円 

 

議案第１０号 令和元年度小野市介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 介護保険サービスの利用実績見込量の減少、保険者機能強化推進交付金の交付、

職員の育児休業等による給与費の更正によるもの。 

  補正額        ８３，０００千円 減額 

  補正後総額   ４，３０５，９００千円 

 

議案第１１号 令和元年度小野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 被保険者数の増加等による保険料収入の増額分を広域連合に納付するため補正

しようとするもの。 

  補正額        １１，９００千円 追加 

  補正後総額     ６４４，８００千円 

 

 

 

 

 

 



議案第１２号 令和元年度小野市水道事業会計補正予算（第２号） 

 給水収益の確定見込みによる収入補正、給水管布設替事業等による支出を補正

するもの。 

 収益的収入 

  補正額      ２２，０００千円 減額 

  補正後総額  １，３７０，０００千円 

 収益的支出 

  補正額       ３０，０００千円 減額 

  補正後総額  １，２２６，０００千円 

 資本的収入 

  補正額        ９，０００千円 減額 

  補正後総額    ２５７，０００千円 

 資本的支出 

  補正額       ７４，０００千円 減額 

  補正後総額  １，１１５，０００千円 

 

議案第１３号 令和元年度小野市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 収益的支出は管渠費等の経費の確定見込による減額、資本的支出はひょうご小

野産業団地関連等の建設改良費に増額を補正しようとするもの。 

 収益的収入 

  補正額       １４，０００千円 減額 

  補正後総額  １，７０６，０００千円 

 収益的支出 

  補正額       ６６，０００千円 減額 

  補正後総額  １，６５４，０００千円 

 資本的収入 

  補正額       ４６，０００千円 追加 

  補正後総額  １，１４８，０００千円 

 資本的支出 

  補正額       ４０，０００千円 追加 

  補正後総額  １，７７０，０００千円 

 

 

 

 



議案第１４号 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について 

地方自治法の改正に伴い、住民訴訟における自治体の長等の自治体に対する損

害賠償責任に関し、長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに

限り、地方自治法施行令で定める基準に基づいて一部を免除しようとするもの。

[令和２年４月１日施行] 

 【内容】政令で定める基準＝基準給与年額×区分に応じた係数 

区  分 係数（年分） 

市長 ６ 

副市長、教育長、教育委員、選管委員、監査委員 ４ 

公平委員、農業委員会委員、固定資産評価委員、消防長 ２ 

職員 １ 

  ※基準給与年額＝損害を賠償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計年

度において在職中に支給される給与（扶養手当、住居手当、通勤手

当を除く）の１会計年度あたりの額をいう。 

 

議案第１５号 小野市保健センター条例の制定について 

新庁舎への移転により福祉総合支援センター施設を廃止するのに伴い、市民の

福祉及び健康の増進を図るための総合的な活動の拠点として小野市保健センター

を設置するため。［令和２年５月２日施行］ 

 【保健センター施設】 

     多目的室（エリアＡ、エリアＢ、エリアＣ） 

調理実習室  

健診室 

     ※使用料は全て無料とする。 

 

議案第１６号 
地方自治法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて 

地方自治法において、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に関

する条文が新たに追加になったことに伴い条ずれ（地方自治法「第２４３条の２」

が「第２４３条の２の２」へ繰り下げ）が生じることから、同法を引用している条

例の規定の整理を行おうとするもの。（内容の改正はなし。）［令和２年４月１日施行］ 

 



議案第１７号 
小野市庁舎の移転に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて 

 庁舎移転に伴い関係する公の施設等の位置について新庁舎の所在地に改めると

ともに福祉総合支援センター施設を廃止しようとするもの。 

※位置を改める施設等：小野市福祉事務所、小野市青少年センター  

 廃止する施設：小野市福祉総合支援センター（コミセンおのとして改修予定） 

                        ［令和２年５月２日施行］ 

                      

議案第１８号 
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 会計年度任用職員制度の導入に伴い、新地方公務員法第２２条の２第１項第２

号に掲げる職員（フルタイム会計年度任用職員）について、公務災害補償における

補償基礎額に係る規定（常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額算定の例によ

ることとする）を新たに追加しようとするもの。［令和２年４月１日施行］ 

 

議案第１９号 小野市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録事務処理要領が改正されたことに

あわせて、小野市において 成年被後見人の印鑑の登録を可能にしようとするも

の。［公布の日から施行］ 

 

 

 

 

 

 



議案第２０号 
小野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

県に納付する国民健康保険事業納付金に応じた保険税率を設定するとともに、

地方税法施行令が改正されるのに伴い国民健康保険税の課税限度額と保険税軽減

措置対象を拡充しようとするもの。（改正内容は、市の国保運営協議会へ諮問、

答申済）[令和２年４月１日施行] 

 

※具体的な主な改正内容は下記の表のとおり。 

【主な国民健康保険税の改正内容】 

     医療分 後期高齢者支援分 介護分 

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 

所得割
(％) 

8.30 8.50 2.60 2.70 2.40 2.50 

均等割

（円） 
26,600 27,400 8,400 8,700 9,400 9,700 

平等割※ 
（円） 

25,500 26,300 8,400 8,700 6,300 6,500 

特定世帯 12,750 13,150 4,200 4,350 - - 

特定継続世帯 19,125 19,725 6,300 6,525 - - 

限度額

（円） 
610,000 630,000 190,000 変更なし 160,000 170,000 

※均等割・平等割について低所得者には軽減措置（７割・５割・２割）あり。 

 ７割軽減：前年の世帯の合計所得≦33万円 

 ５割軽減：前年の世帯の合計所得≦33万円＋（28.0 万円⇒28.5 万円×被保険者数） 

 ２割軽減：前年の世帯の合計所得≦33万円＋（51万円⇒52 万円×被保険者数） 

 

 

 

 

 

 

改正前 

改正前 

改正後 

改正後 



議案第２１号 
小野市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

 福祉医療費助成制度のうち６５歳から６９歳までを対象とした高齢期移行助成

においては、窓口での一部負担金を２割とし、所得を有しない者は、個人負担の

上限月額を外来 12,000円のところ 8,000円に、入院は 35,400円のところ 15,000

円としている（県制度に準拠）。所得を有しない者については、所得税法の規定

を引用し市民税非課税世帯で、世帯の全員の年金収入が ８０万円以下で所得が

０のもの等（所得税法の基準より対象者を広く設定）としているが、税制改正に

よる影響を受けることなく従前どおりの制度運用ができるように改正を行おうと

するもの。[公布の日から施行] 

 

議案第２２号 
国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例を廃止する条例の 

制定について 

 糀屋ダムを水源とした農業用水利施設整備（国営加古川西部土地改良事業）に

係る負担金の償還が終了（平成２年から平成２７年まで）したことに伴い条例を

廃止しようとするもの。[公布の日から施行] 

 

議案第２３号 小野市奨学資金給与条例を廃止する条例の制定について 

 国の奨学金制度がなかったことから昭和３７年以降経済的理由により就学困難

な高校生等を対象に奨学資金を給付する制度を設けてきたが、近年、国において

高等学校等就学支援金（授業料支援）、高校生等奨学給付金（教科書、教材費等支

援）の制度が設けられ、類似の奨学金制度が充実してきたことに伴い当該条例を

廃止しようとするもの。[令和２年４月１日施行] 

【廃止する制度】 

  小野市奨学資金：月額７，０００円（年８４，０００円） 

  対象者：市民税非課税世帯（Ｒ元：１８名（Ｈ２５より１６名減）） 

 

議案第２４号 北播衛生事務組合規約の変更について 

 北播衛生事務組合における会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をも

って充てることになっているが、組合の事務所が所在する市の会計管理者をもっ

て充てることに変更しようとするもの。［令和２年４月１日施行］ 



 

議案第２５号 
北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園からの脱退 

について 

 わかあゆ園において、医師等専門職の確保が難しく療育体制の維持が困難にな

ってきていることから、市内において児童発達支援事業所の設置等安定した療育

体制を構築するために地方自治法第２８６条の２の規定に基づき脱退しようとす

るもの。                     

脱退予定日：令和４年３月３１日 

 

 

議案第２６号 小野市都市公園の管理に係る指定管理者の指定について 

 小野市都市公園（小野希望の丘）の指定管理者を指定しようとするもの。 

 団体名：公益財団法人 小野市都市施設管理協会 

 理事長 小 林 昌 彦 

 期 間：令和２年４月１日～令和６年３月３１日 

 

議案第２７号 小野市道路線の認定について 

・市道１７５６号線[中町] 

中町市営住宅南側の住宅地開発事業に伴い、路線の新規認定を行うもの。 

Ｌ＝１１７．５６ｍ   Ｗ＝６．００ｍ 

・市道１７５７号線[天神町] 

 天神町の住宅開発事業に伴い市道１４１５号線と市道１４１６号線を接続さ

せる路線の新規認定を行うもの。 

Ｌ＝８７．８６ｍ    Ｗ＝６．００ｍ 

・市道２２７４号線[新部町] 

新部町における道路改良事業に伴い、市道２１３７号線と市道２１３８号線

を接続するための路線の新規認定を行うもの。 

  Ｌ＝６０．７１ｍ    Ｗ＝４．８１～５．１７ｍ 

 


